
 

 

魚津市地域防災計画の修正の要旨について 

 

 

１ 修正の要旨 

地域防災計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要と認めると

きは、修正を行うこととなっている。 

本市では、近年の災害の教訓を反映させるなど、魚津市地域防災計画がより実践的なものとな

るよう、継続した見直しを行っている。 

今回は、避難行動要支援者にかかる名簿情報の提供と支援体制の見直しや、市指定緊急避難場

所・指定避難所一覧の見直しなど、これらを踏まえた計画の修正案を作成し、令和２年３月２日

開催の魚津市防災会議において審議、決定した。 

 

 

２ 修正の概要 

 

（１） 避難行動要支援者にかかる名簿情報の提供と支援体制の見直し 

避難支援等関係者に「警察」、「消防機関」、「社会福祉協議会」を追加する。 

 

（２） 市指定緊急避難場所・指定避難所一覧の見直し 
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（３） その他の修正（時点修正、名称変更、協定書の追加など） 


